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分
か
ち
合
い
の
会
in
那
須

自
動
車
事
故
に
遭
わ
れ
た
方
へ

林業退職金共済制度　退職金請求のお知らせ
林業の仕事に従事したことがあり、当時、林退共制度に加入していた方で、退職金請求手続きをした

心当たりのない方は、退職金をまだ受け取っていない可能性があります。最寄りの支部または本部へご
相談ください。詳しくはホームページ(http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/)をご覧ください。
■問合せ　（独）勤労者退職金共済機構　林業退職金共済事業本部　☎０３‐６７３１‐２８８９

心
お
ど
る
な
す
か
し
の
森
に
、
子
ど

も
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
楽
し
め
る
体

験
・
飲
食
ブ
ー
ス
が
出
展
し
ま
す
。

▼
対　

象　

家
族
、
一
般
の
方

▼
期
日
・
内
容

・
10
月
５
日
㈯　

絵
本
作
家
に
よ
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
遊
び
り
ん
ピ
ッ

ク
、
星
空
観
察
な
ど

・
10
月
６
日
㈰　

体
験
・
飲
食
ブ
ー
ス

盛
り
だ
く
さ
ん

▼
選
べ
る
３
つ
の
参
加
パ
タ
ー
ン

①
５
日
（
午
後
１
時
〜
３
時
）
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
み
参
加

②
５
日
（
午
後
４
時
〜
）
宿
泊
参
加

③
６
日
（
午
前
10
時
〜
午
後
３
時
）
の

み
参
加

※
①
②
は
申
込
み
が
必
要
で
す
。

▼
場　

所　

国
立
那
須
甲
子
青
少
年
自

然
の
家

▼
宿
泊
定
員　

２
５
０
名
程
度
（
60
家

族
）

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

▼
申
込
方
法　

Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
か
ら
必
要
事
項
を
入

力
の
上
、
申
込
み
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
な
い

方
は
電
話
で
申
込
み
。

▼
問
合
せ　

国
立
那
須
甲
子
青
少
年
自

然
の
家　

西
村
・
白
岩
・
湯
川

☎
０
２
４
８
‐
３
６
‐
２
３
３
１

〇
り
ん
ど
う

（
分
か
ち
合
い
の
会
in
那
須
支
部
）

大
切
な
人
を
自
死
で
失
っ
た
方
が
、

同
じ
立
場
の
方
々
と
語
り
合
い
、
気
持

ち
を
分
か
ち
合
う
た
め
の
会
で
す
。

▼
日　

時　

10
月
12
日
㈯
午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分

▼
場　

所　

那
須
看
護
専
門
学
校
（
那

須
塩
原
市
前
弥
六
54
‐
１
）

▼
対　

象　

自
死
遺
族

▼
参
加
費　

２
０
０
円

▼
問
合
せ　

出
張
専
門
助
産
院
Ｌ
Ｏ
Ｃ

Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｋ
Ａ
代
表
助
産
師 

仲
山

☎
０
８
０
‐
９
５
４
１
‐
４
９
１
８ 

矢
野
目

☎
０
８
０
‐
１
１
１
０
‐
４
４
４
７

〇
分
か
ち
合
い
の
会　

那
須

大
切
な
人
を
失
っ
た
方
（
遺
族
）
が
、

同
じ
立
場
の
方
々
と
気
持
ち
を
分
か
ち

合
い
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
せ
る
た

め
の
会
で
す
。

▼
日　

時　

10
月
12
日
㈯
午
後
２
時
〜

４
時

▼
場　

所　

那
須
看
護
専
門
学
校
（
那

須
塩
原
市
前
弥
六
54
‐
１
）

▼
対　

象　

死
別
体
験
者

▼
参
加
費　

２
０
０
円

▼
問
合
せ　

出
張
専
門
助
産
院
Ｌ
Ｏ
Ｃ

Ｏ
Ｐ
Ｏ
Ｋ
代
表
助
産
師 

仲
山

☎
０
８
０
‐
９
５
４
１
‐
４
９
１
８

建
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退
職
金

共
済
法
に
基
づ
き
建
設
現
場
労
働
者
の

福
祉
の
増
進
と
建
設
業
を
営
む
中
小
企

業
の
振
興
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た

退
職
金
制
度
で
す
。

▼
加
入
で
き
る
事
業
主　

建
設
業
を
営

む
方

▼
対
象
と
な
る
労
働
者　

建
設
業
の
現

場
で
働
く
方

▼
掛
け
金　

日
額
３
１
０
円

※
申
込
み
方
法
等
、
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

○
建
退
共
栃
木
県
支
部

☎
０
２
８
‐
６
３
９
‐
２
６
１
１

○
（
独
）
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
建

設
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部
事
業
推

進
課

☎
０
３
‐
６
７
３
１
‐
２
８
６
７

【
重
度
障
害
者
介
護
料
支
給
制
度
】

▼
対　

象　

自
動
車
、
オ
ー
ト
バ
イ
事

故
で
、
脳
、
脊
髄
、
胸
腹
部
臓
器
を

損
傷
し
、
重
い
後
遺
障
害
の
程
度
が

次
に
該
当
す
る
方

・
常
時
要
介
護
の
方

月
額
７
０
，
７
９
０
円
〜

　
　
　
　
　
　

２
０
９
，
4
３
０
円

・
随
時
要
介
護
の
方

　

月
額
３
５
，
４
０
０
円
〜

　
　
　
　
　
　
　
　

８
２
，
５
８
０
円

【
育
成
資
金
貸
付
制
度
（
無
利
子
）
】

▼
対　

象　

保
護
者
が
自
動
車
、
オ
ー

ト
バ
イ
事
故
で
、
死
亡
ま
た
は
重
い

後
遺
障
害
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
家

庭
の
中
学
生
以
下
の
お
子
さ
ま

▼
貸
付
金　

・
一
時
金　
　
　

１
５
５
，
０
０
０
円

・
月　

額　
　

１
万
円
ま
た
は
２
万
円

・
入
学
支
度
金　
　

４
４
，
０
０
０
円

▼
返
還
方
法　

卒
業
後
20
年
以
内
の
均

等
払
い

▼
問
合
せ　

Ｎ
Ａ
Ｓ
Ⅴ
Ａ
自
動
車
事
故

対
策
機
構
栃
木
支
所
被
害
者
援
護
業

務
担
当

　

☎
０
２
８
‐
６
２
２
‐
９
０
０
１

な
す
か
し
の
森

フ
ァ
ミ
リ
ー
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

知
っ
て
い
ま
す
か
？

建
退
共
制
度

広 告

※自主財源の確保と地元企業等のイメージアップや地域経済の活性化を図るため、有料広告を掲載しています。

( 税込 )
3 歳以上はチケットが必要
3歳未満のお子様は保護者 1名につき、1名まで
は膝上での鑑賞は無料。席が必要であれば、有料。

in


